
９．８　最終処分場埋立容量（平成１８年４月１日現在）

（単位：ｍ３）

事 業 者 処 理 業 者 公 共 計

27,890 292,951 8,435 329,276

(27,890) (315,898) (8,435) (352,223)

14,616,436 201,130,631 28,804,688 244,551,756

(14,053,695) (222,066,596) (14,595,376) (250,715,667)

80,306,505 173,465,027 220,238,473 474,010,005

(87,753,114) (174,189,297) (341,168,426) (603,110,837)

34,399,322 28,135,000 136,098,657 198,632,979

(34,399,322) (26,533,000) (146,852,457) (207,784,779)

94,950,831 374,888,609 249,051,596 718,891,036

(101,834,699) (396,571,791) (355,772,237) (854,178,727)

　　　２．海面埋立は内数である。

　　　４．（　）内は、前年度の調査結果である。

９．９　新規最終処分場数（平成１７年度実績）

事 業 者 処 理 業 者 公 共 計

0 0 0 0

(0) (0) (0) (0)

1 19 1 21

(0) (20) (0) (20)

3 7 1 11

(3) (12) (3) (18)

0 0 0 0

(0) (0) (2) (2)

4 26 2 32

(3) (32) (3) (38)

　　　２．海面埋立は内数である。

　　　４．（　）内は、前年度の調査結果である。

施 設 の 種 類

注）　１．平成１７年度実績の新規最終処分場数とは、平成１７年度1年間に設置許可を得た新規施
　　　　　設数である。

注）　１．埋立容量については、処理施設（廃止届出書を提出していないもの）の許可設置時の容
　　　　　量であり、一般廃棄物と産業廃棄物を処分できる施設においては産業廃棄物のみの容量
　　　　　である。

遮 断 型 処 分 場

安 定 型 処 分 場

管 理 型 処 分 場

内数：海面埋立

計

　　　３．公共とは、国、地方公共団体及び国・地方公共団体の関与している法人等をさす。

　　　３．公共とは、国、地方公共団体及び国・地方公共団体の関与している法人等をさす。

施 設 の 種 類

遮 断 型 処 分 場

安 定 型 処 分 場

管 理 型 処 分 場

内数：海面埋立

計
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１０．１　中間処理施設の変更許可件数（平成１７年度実績）

5 (19) 8 (3) 3 (1) 16 (23)

2 (1) 1 (0) 0 (0) 3 (1)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

1 (2) 4 (5) 0 (0) 5 (7)

0 (0) 2 (5) 0 (0) 2 (5)

1 (1) 2 (4) 0 (0) 3 (5)

3 (2) 3 (2) 0 (0) 6 (4)

3 (2) 20 (25) 0 (0) 23 (27)

2 (4) 4 (7) 0 (0) 6 (11)

8 (3) 82 (71) 0 (0) 90 (74)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (1) 1 (0) 0 (0) 1 (1)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

2 (1) 8 (14) 0 (0) 10 (15)

27 (36) 135 (136) 3 (1) 165 (173)

注）　１．平成１７年度１年間の変更許可件数である。

　　　３．（　）内は、前年度の調査結果である。

施 設 の 種 類

１０　産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更許可
　　　（法第１５条の２の５第１項）

事 業 者 処 理 業 者 公  共 計

廃 油 の 油 水 分 離 施 設

廃 油 の 焼 却 施 設

廃酸・廃アルカリの中和施設

廃プラスチック類の破砕施設

汚 泥 の 脱 水 施 設

汚 泥 の 乾 燥 施 設 （ 機 械 ）

汚 泥 の 乾 燥 施 設 （ 天 日 ）

汚 泥 の 焼 却 施 設

廃プラスチック類の焼却施設

コ ン ク リ ー ト 固 型 化 施 設

水銀を含む汚泥のばい焼施設

シ ア ン 化 合 物 の 分 解 施 設

木くず又はがれき類の破砕施設

　　　２．公共とは、国、地方公共団体及び国・地方公共団体の関与している法人等をさす。

計

そ の 他 の 焼 却 施 設
（汚泥、廃油、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、PCBを除く)

Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物 の 焼 却 施 設

Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物 の 分 解 施 設

Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物 の 洗 浄 施 設
又 は 分 離 施 設
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１０．２　最終処分場の変更許可件数（平成１７年度実績）

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 7 (8) 0 (0) 7 (8)

0 (2) 5 (9) 5 (3) 10 (14)

内数：海面埋立 0 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (2)

0 (2) 12 (17) 5 (3) 17 (22)

注）　１．平成１７年度１年間の変更許可件数である。

　　　２．海面埋立は内数である。

　　　４．（　）内は、前年度の調査結果である。

　　　３．公共とは、国、地方公共団体及び国・地方公共団体の関与している法人等をさす。

施 設 の 種 類

計

安 定 型 処 分 場

管 理 型 処 分 場

遮 断 型 処 分 場

事 業 者 処 理 業 者 公  共 計
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１１．１　中間処理施設の廃止届出件数（平成１７年度実績）

1,404 (269) 54 (25) 38 (5) 1,496 (299)

6 (4) 3 (2) 1 (1) 10 (7)

0 (0) 1 (1) 1 (0) 2 (1)

7 (6) 7 (10) 0 (2) 14 (18)

13 (2) 1 (6) 0 (0) 14 (8)

9 (11) 6 (11) 0 (1) 15 (23)

11 (7) 0 (1) 0 (0) 11 (8)

8 (5) 26 (22) 0 (0) 34 (27)

21 (20) 12 (13) 0 (1) 33 (34)

15 (5) 124 (181) 0 (0) 139 (186)

1 (0) 0 (0) 1 (0) 2 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

12 (2) 1 (1) 0 (3) 13 (6)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

2 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

14 (21) 16 (29) 0 (3) 30 (53)

1,523 (353) 251 (302) 41 (16) 1,814 (671)

　　　３．（　）内は、前年度の調査結果である。

施 設 の 種 類

汚 泥 の 脱 水 施 設

汚 泥 の 乾 燥 施 設 （ 機 械 ）

木くず又はがれき類の破砕施設

汚 泥 の 乾 燥 施 設 （ 天 日 ）

Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物 の 洗 浄 施 設
又 は 分 離 施 設

廃 油 の 油 水 分 離 施 設

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 の 焼 却 施 設

廃 酸 ・ 廃 ア ル カ リ の 中 和 施 設

１１　産業廃棄物処理施設の埋立終了、廃止、承継の届出
　　　（法第１５条の２の５第３項、法第１５条の４）

そ の 他 の 焼 却 施 設
（汚泥、廃油、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、PCBを除く)

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 の 破 砕 施 設

コ ン ク リ ー ト 固 型 化 施 設

汚 泥 の 焼 却 施 設

廃 油 の 焼 却 施 設

注）　１．令第７条各号の施設ごとの平成１７年度１年間の廃止届出件数である。

水 銀 を 含 む 汚 泥 の ば い 焼 施 設

シ ア ン 化 合 物 の 分 解 施 設

　　　２．公共とは、国、地方公共団体及び国・地方公共団体の関与している法人等をさす。

計

Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物 の 焼 却 施 設

Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物 の 分 解 施 設

事 業 者 処 理 業 者 公  共 計
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１１．２　最終処分場の埋立終了届出件数（平成１７年度実績）

0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (1)

7 (3) 35 (14) 1 (3) 43 (20)

18 (1) 23 (10) 0 (1) 41 (12)

内数：海面埋立 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1)

25 (4) 58 (24) 1 (5) 84 (33)

　　　２．海面埋立は内数である。

　　　４．（　）内は、前年度の調査結果である。

１１．３　最終処分場の廃止届出件数（平成１７年度実績）

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

7 (3) 18 (19) 0 (1) 25 (23)

5 (4) 8 (3) 2 (2) 15 (9)

内数：海面埋立 0 (1) 1 (0) 1 (0) 2 (1)

12 (7) 26 (22) 2 (3) 40 (32)

　　　２．海面埋立は内数である。

　　　４．（　）内は、前年度の調査結果である。

安 定 型 処 分 場

管 理 型 処 分 場

計

遮 断 型 処 分 場

施 設 の 種 類 公  共事 業 者

　　　３．公共とは、国、地方公共団体及び国・地方公共団体の関与している法人等をさす。

計

施 設 の 種 類

管 理 型 処 分 場

注）　１．法第１５条の２の５の規定により都道府県知事が平成１７年度１年間に確認した令第７条
　　　　　各号の施設ごとの件数である。

遮 断 型 処 分 場

安 定 型 処 分 場

公  共

処 理 業 者 計

事 業 者 処 理 業 者 計

注）　１．令第７条各号の施設ごとの平成１７年度１年間の埋立終了届出件数である。

　　　３．公共とは、国、地方公共団体及び国・地方公共団体の関与している法人等をさす。
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１１．４　中間処理施設の承継届出件数（平成１７年度実績）

18 (59) 9 (12) 1 (1) 28 (72)

2 (0) 0 (1) 0 (0) 1 (1)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

3 (2) 7 (6) 0 (0) 10 (8)

0 (1) 3 (1) 0 (0) 3 (2)

3 (2) 5 (6) 0 (0) 8 (8)

1 (14) 1 (3) 0 (0) 2 (17)

2 (0) 18 (18) 0 (0) 20 (18)

6 (5) 15 (10) 1 (0) 22 (15)

3 (2) 62 (68) 0 (0) 65 (70)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)

0 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

2 (9) 16 (18) 0 (0) 18 (27)

41 (94) 137 (143) 2 (1) 179 (238)

　　　３．（　）内は、前年度の調査結果である。

処 理 業 者 公  共 計

木くず又はがれき類の破砕施設

施 設 の 種 類 事 業 者

注）　１．令第７条各号の施設ごとの平成１７年度１年間の承継の件数である。

　　　２．公共とは、国、地方公共団体及び国・地方公共団体の関与している法人等をさす。

そ の 他 の 焼 却 施 設
(汚泥、廃油、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、PCBを除く)

汚 泥 の 脱 水 施 設

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 の 破 砕 施 設

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 の 焼 却 施 設

廃 油 の 油 水 分 離 施 設

廃 油 の 焼 却 施 設

計

汚 泥 の 乾 燥 施 設 （ 機 械 ）

水 銀 を 含 む 汚 泥 の ば い 焼 施 設

汚 泥 の 乾 燥 施 設 （ 天 日 ）

汚 泥 の 焼 却 施 設

コ ン ク リ ー ト 固 型 化 施 設

廃 酸 ・ 廃 ア ル カ リ の 中 和 施 設

Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物 の 焼 却 施 設

Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物 の 分 解 施 設

Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物 の 洗 浄 施 設
又 は 分 離 施 設

シ ア ン 化 合 物 の 分 解 施 設
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１１．５　中間処理施設の承継届出の内訳

事業者 処理業者 公 共 計 事業者 処理業者 公 共 計

汚 泥 の 脱 水 施 設 4 3 1 8 7 5 0 12

汚 泥 の 乾 燥 施 設 （ 機 械 ） 1 0 0 0 0 0 0 0

汚 泥 の 乾 燥 施 設 （ 天 日 ） 0 0 0 0 0 0 0 0

汚 泥 の 焼 却 施 設 1 3 0 4 0 4 0 4

廃 油 の 油 水 分 離 施 設 0 3 0 3 0 0 0 0

廃 油 の 焼 却 施 設 1 3 0 4 1 2 0 3

廃 酸 ・ 廃 ア ル カ リ の 中 和 施 設 1 1 0 2 0 0 0 0

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 の 破 砕 施 設 1 15 0 16 0 3 0 3

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 の 焼 却 施 設 4 9 0 13 0 6 0 6

木くず又はがれき類の破砕施設 1 45 0 46 2 9 0 11

コ ン ク リ ー ト 固 型 化 施 設 0 0 0 0 0 0 0 0

水 銀 を 含 む 汚 泥 の ば い 焼 施 設 0 0 0 0 0 0 0 0

シ ア ン 化 合 物 の 分 解 施 設 1 0 0 1 0 0 0 0

Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物 の 焼 却 施 設 0 0 0 0 0 1 0 1

Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物 の 分 解 施 設 0 0 0 0 0 0 0 0

Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物 の 洗 浄 施 設 0 0 0 0 0 0 0 0

そ の 他 の 焼 却 施 設
(汚泥、廃油、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、PCBを除く)

1 11 0 12 0 5 0 5

計 16 93 1 109 10 35 0 45

（１／３）

施 設 の 種 類
譲 受 け （ 許 可 ） 借 受 け （ 許 可 ）

注）　１．令第７条各号の施設ごとの平成１７年度１年間の承継の件数である。

　　　２．公共とは、国、地方公共団体及び国・地方公共団体の関与している法人等をさす。
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事業者 処理業者 公 共 計 事業者 処理業者 公 共 計

汚 泥 の 脱 水 施 設 5 1 0 6 2 0 0 2

汚 泥 の 乾 燥 施 設 （ 機 械 ） 1 0 0 1 0 0 0 0

汚 泥 の 乾 燥 施 設 （ 天 日 ） 0 0 0 0 0 0 0 0

汚 泥 の 焼 却 施 設 2 0 0 2 0 0 0 0

廃 油 の 油 水 分 離 施 設 0 0 0 0 0 0 0 0

廃 油 の 焼 却 施 設 1 0 0 1 0 0 0 0

廃 酸 ・ 廃 ア ル カ リ の 中 和 施 設 0 0 0 0 0 0 0 0

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 の 破 砕 施 設 1 0 0 1 0 0 0 0

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 の 焼 却 施 設 2 0 1 3 0 0 0 0

木くず又はがれき類の破砕施設 0 6 0 6 0 2 0 2

コ ン ク リ ー ト 固 型 化 施 設 0 0 0 0 0 0 0 0

水 銀 を 含 む 汚 泥 の ば い 焼 施 設 0 0 0 0 0 0 0 0

シ ア ン 化 合 物 の 分 解 施 設 0 0 0 0 0 0 0 0

Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物 の 焼 却 施 設 0 0 0 0 0 0 0 0

Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物 の 分 解 施 設 0 0 0 0 0 0 0 0

Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物 の 洗 浄 施 設 0 0 0 0 0 0 0 0

そ の 他 の 焼 却 施 設
(汚泥、廃油、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、PCBを除く)

1 0 0 1 0 0 0 0

計 13 7 1 21 2 2 0 4

（２／３）

注）　１．令第７条各号の施設ごとの平成１７年度１年間の承継の件数である。

　　　２．公共とは、国、地方公共団体及び国・地方公共団体の関与している法人等をさす。

施 設 の 種 類
合 併 （ 認 可 ） 分 割 （ 認 可 ）
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事業者 処理業者 公 共 計

汚 泥 の 脱 水 施 設 0 0 0 0

汚 泥 の 乾 燥 施 設 （ 機 械 ） 0 0 0 0

汚 泥 の 乾 燥 施 設 （ 天 日 ） 0 0 0 0

汚 泥 の 焼 却 施 設 0 0 0 0

廃 油 の 油 水 分 離 施 設 0 0 0 0

廃 油 の 焼 却 施 設 0 0 0 0

廃 酸 ・ 廃 ア ル カ リ の 中 和 施 設 0 0 0 0

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 の 破 砕 施 設 0 0 0 0

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 の 焼 却 施 設 0 0 0 0

木くず又はがれき類の破砕施設 0 0 0 0

コ ン ク リ ー ト 固 型 化 施 設 0 0 0 0

水 銀 を 含 む 汚 泥 の ば い 焼 施 設 0 0 0 0

シ ア ン 化 合 物 の 分 解 施 設 0 0 0 0

Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物 の 焼 却 施 設 0 0 0 0

Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物 の 分 解 施 設 0 0 0 0

Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物 の 洗 浄 施 設
又 は 分 離 施 設

0 0 0 0

そ の 他 の 焼 却 施 設
(汚泥、廃油、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、PCBを除く)

0 0 0 0

計 0 0 0 0

（３／３）

　　　２．公共とは、国、地方公共団体及び国・地方公共団体の関与している法人等をさす。

施 設 の 種 類
相 続 （ 届 出 ）

注）　１．令第７条各号の施設ごとの平成１７年度１年間の承継の件数である。
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１１．６　最終処分場の承継届出件数（平成１７年度実績）

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

1 (0) 13 (11) 2 (1) 16 (12)

0 (3) 14 (11) 1 (0) 15 (14)

内数：海面埋立 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

1 (3) 27 (22) 3 (1) 31 (26)

　　　２．海面埋立は内数である。

　　　４．（　）内は、前年度の調査結果である。

１１．７　最終処分場の承継届出の内訳

事業者 処理業者 公 共 計 事業者 処理業者 公 共 計

0 0 0 0 0 0 0 0

1 12 0 13 0 1 0 1

0 11 1 12 0 2 0 2

内数：海面埋立 0 0 0 0 0 0 0 0

1 23 1 25 0 3 0 3

事 業 者 処理業者 公 共 計 事業者 処理業者 公 共 計

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 2 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 0 0

内数：海面埋立 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 0 0 0 0

事 業 者 処理業者 公 共 計

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

内数：海面埋立 0 0 0 0

0 0 0 0

　　　２．海面埋立は内数である。

安 定 型 処 分 場

管 理 型 処 分 場

計

施 設 の 種 類
相 続 （ 届 出 ）

遮 断 型 処 分 場

安 定 型 処 分 場

管 理 型 処 分 場

計

施 設 の 種 類
合 併 （ 認 可 ） 分 割 （ 認 可 ）

遮 断 型 処 分 場

遮 断 型 処 分 場

安 定 型 処 分 場

管 理 型 処 分 場

計

計処 理 業 者

施 設 の 種 類
譲 受 け （ 許 可 ） 借 受 け （ 許 可 ）

公  共

注）　１．令第７条各号の施設ごとの平成１７年度１年間の承継の件数である。

　　　３．公共とは、国、地方公共団体及び国・地方公共団体の関与している法人等をさす。

施 設 の 種 類

遮 断 型 処 分 場

　　　３．公共とは、国、地方公共団体及び国・地方公共団体の関与している法人等をさす。

計

安 定 型 処 分 場

管 理 型 処 分 場

注）　１．令第７条各号の施設ごとの平成１７年度１年間の承継の件数である。

事 業 者
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１２　立入検査・行政処分

１２．１　立入検査計画（平成2.4.24衛産第30号による）の状況

有 り 無 し

60 44

注）　数値は、都道府県・政令市数を示す。

１２．２　立入検査・行政処分（平成１７年度実績）

許 可 の 取 消 し 722 (884)

全 部 停 止 81 (66)

一 部 停 止 7 (6)

許 可 の 取 消 し 33 (40)

全 部 停 止 8 (9)

一 部 停 止 1 (0)

許 可 の 取 消 し 42 (21)

改 善 命 令 38 (44)

停 止 命 令 28 (22)

　法第１８条の報告徴収 33,582 (35,349)

161,203 (125,332)

　法第１９条の３の改善命令 100 (107)

　法第１９条の５の措置命令 75 (85)

　法第１９条の６の措置命令 0 (0)

注）　１．法第１９条の立入検査は、任意立入の件数を含む。

　　　２．（　）内は、前年度の調査結果である。

　法第１９条の立入検査

件 数

区 分

平 成 １ ７ 年 度 の 立 入 検 査 計 画

　法第１４条の３、
　法第１４条の３の２
　の処分

　法第１４条の６の処分

　法第１５条の２の６、
　法第１５条の３
　の処分

区 分
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１２．３　都道府県・政令市別の立入検査・行政処分（平成１７年度実績）

取 消 し 全部停止 一部停止 取 消 し 全部停止 一部停止 取 消 し 改善命令 停止命令
北海道 11 2 0 0 0 0 4 0 5

札幌市 0 0 0 0 0 0 0 0 0
函館市 3 0 0 0 0 0 0 0 0
小樽市 1 0 0 0 0 0 0 0 0
旭川市 3 0 0 0 0 0 0 0 0
道 計 18 2 0 0 0 0 4 0 5

青森県 11 0 0 3 0 0 5 0 0
岩手県 7 2 0 0 1 0 2 0 0
宮城県 9 5 1 0 0 0 1 0 2

仙台市 4 0 0 0 0 0 0 0 0
県 計 13 5 1 0 0 0 1 0 2

秋田県 1 0 0 0 0 0 0 2 0
秋田市 2 0 0 0 0 0 0 0 0
県 計 3 0 0 0 0 0 0 2 0

山形県 1 0 0 0 0 0 0 0 0
福島県 4 2 0 2 0 0 1 3 0

郡山市 1 2 0 0 0 0 0 0 0
いわき市 2 0 0 0 0 0 0 0 0
県 計 7 4 0 2 0 0 1 3 0

茨城県 10 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木県 3 3 0 0 0 0 0 0 0

宇都宮市 1 0 0 0 0 0 0 0 0
県 計 4 3 0 0 0 0 0 0 0

群馬県 7 3 0 0 0 0 0 0 1
埼玉県 34 0 1 0 0 0 0 6 0
さいたま市 32 0 0 0 0 0 0 2 0

川越市 20 0 0 0 0 0 0 0 0
県 計 86 0 1 0 0 0 0 8 0

千葉県 26 0 0 0 0 0 2 0 0
千葉市 11 1 0 0 0 0 0 1 0
船橋市 16 0 0 0 0 0 0 0 0
県 計 53 1 0 0 0 0 2 1 0

東京都 48 0 0 1 0 0 0 0 0
神奈川県 20 0 0 2 0 0 1 0 0

横浜市 29 3 0 1 0 0 0 0 0
川崎市 21 0 0 0 0 0 0 0 0
横須賀市 4 0 0 0 0 0 0 0 0
相模原市 8 0 0 0 0 0 0 0 0
県 計 82 3 0 3 0 0 1 0 0

新潟県 10 0 0 0 0 0 1 4 3
新潟市 2 0 0 0 0 0 0 0 0
県 計 12 0 0 0 0 0 1 4 3

富山県 2 1 0 0 0 0 0 0 0
富山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県 計 2 1 0 0 0 0 0 0 0

石川県 2 2 0 0 1 0 0 0 0
金沢市 3 5 0 0 1 0 0 0 0
県 計 5 7 0 0 2 0 0 0 0

福井県 5 0 1 1 1 0 0 0 0
山梨県 2 0 0 0 0 0 0 0 0
長野県 3 12 0 0 1 0 1 2 2

長野市 2 4 0 0 0 0 1 0 0
県 計 5 16 0 0 1 0 2 2 2

岐阜県 12 3 0 0 1 0 0 0 0
岐阜市 9 0 0 0 0 0 0 0 0
県 計 21 3 0 0 1 0 0 0 0

静岡県 9 1 0 0 0 0 0 0 0
静岡市 9 0 0 0 0 0 1 0 0
浜松市 6 2 0 0 0 0 0 1 0
県 計 24 3 0 0 0 0 1 1 0

愛知県 11 1 0 1 0 0 3 1 0
名古屋市 13 0 0 2 0 0 0 0 0
豊田市 15 0 0 0 0 0 0 0 0
豊橋市 6 2 0 0 0 0 0 0 0
岡崎市 14 0 0 0 0 0 0 0 0
県 計 59 3 0 3 0 0 3 1 0

三重県 3 0 0 0 0 0 1 0 0
滋賀県 0 0 0 0 0 0 1 4 4
京都府 5 0 0 0 0 0 0 0 0

京都市 4 0 0 0 0 0 0 2 0
府 計 9 0 0 0 0 0 0 2 0

法 第 １ ４ 条 の ３ の 処 分 法 第 １ ４ 条 の ６ の 処 分
法第１５条の２の６、
法第１５条の３の処分

（１／４）

都 道 府 県
政 令 市 名
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取 消 し 全部停止 一部停止 取 消 し 全部停止 一部停止 取 消 し 改善命令 停止命令
大阪府 19 2 0 0 0 0 1 0 0

大阪市 16 4 1 1 0 1 1 0 2
堺市 7 0 0 0 0 0 0 0 0
東大阪市 8 0 0 0 0 0 0 0 0
高槻市 8 0 0 0 0 0 0 0 0
府 計 58 6 1 1 0 1 2 0 2

兵庫県 10 0 0 0 0 0 0 0 0
神戸市 11 0 0 0 0 0 0 0 0
姫路市 6 0 0 0 0 0 0 0 0
尼崎市 4 0 0 0 0 0 0 0 0
西宮市 3 0 0 0 0 0 0 0 0
県 計 34 0 0 0 0 0 0 0 0

奈良県 8 0 0 0 0 0 0 0 0
奈良市 5 0 0 0 0 0 0 0 0
県 計 13 0 0 0 0 0 0 0 0

和歌山県 4 1 0 0 0 0 0 0 0
和歌山市 3 0 0 0 0 0 0 0 0
県 計 7 1 0 0 0 0 0 0 0

鳥取県 3 0 0 0 0 0 0 0 0
島根県 4 0 0 0 0 0 1 0 0
岡山県 7 2 0 1 0 0 3 1 1

岡山市 9 0 0 2 0 0 1 1 1
倉敷市 7 0 0 1 0 0 1 0 0
県 計 23 2 0 4 0 0 5 2 2

広島県 7 2 0 2 0 0 0 3 1
広島市 5 0 0 0 0 0 0 0 0
呉市 1 0 0 0 0 0 0 0 0
福山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県 計 13 2 0 2 0 0 0 3 1

山口県 11 2 0 2 1 0 0 1 1
下関市 1 0 0 0 0 0 0 0 0
県 計 12 2 0 2 1 0 0 1 1

徳島県 0 0 1 0 0 0 0 0 0
香川県 6 0 0 2 0 0 2 0 0

高松市 3 1 0 2 0 0 0 1 2
県 計 9 1 0 4 0 0 2 1 2

愛媛県 1 0 0 0 0 0 0 0 0
松山市 1 3 0 0 0 0 0 0 0
県 計 2 3 0 0 0 0 0 0 0

高知県 3 0 0 1 0 0 1 0 0
高知市 2 3 1 1 1 0 1 0 0
県 計 5 3 1 2 1 0 2 0 0

福岡県 7 1 0 0 0 0 1 0 1
北九州市 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡市 4 0 0 1 0 0 3 0 0
大牟田市 2 0 0 0 0 0 0 0 0
県 計 13 1 0 1 0 0 4 0 1

佐賀県 2 0 0 0 0 0 0 2 2
長崎県 5 0 0 1 0 0 0 0 0

長崎市 5 0 0 1 0 0 0 0 0
佐世保市 1 0 0 0 0 0 0 0 0
県 計 11 0 0 2 0 0 0 0 0

熊本県 1 1 0 0 0 0 0 0 0
熊本市 0 0 1 0 0 0 0 0 0
県 計 1 1 1 0 0 0 0 0 0

大分県 2 0 0 0 0 0 0 0 0
大分市 3 2 0 0 0 0 0 0 0
県 計 5 2 0 0 0 0 0 0 0

宮崎県 1 1 0 0 0 0 0 1 0
宮崎市 1 0 0 0 0 0 0 0 0
県 計 2 1 0 0 0 0 0 1 0

鹿児島県 1 0 0 0 0 0 0 0 0
鹿児島市 3 0 0 0 0 0 0 0 0
県 計 4 0 0 0 0 0 0 0 0

沖縄県 4 0 0 2 0 0 1 0 0

都 道 府 県 計 362 49 4 21 6 0 33 30 23

政 令 市 計 360 32 3 12 2 1 9 8 5

全 国 計 722 81 7 33 8 1 42 38 28

都 道 府 県
政 令 市 名

法 第 １ ４ 条 の ３ の 処 分 法 第 １ ４ 条 の ６ の 処 分
法第１５条の２の６、
法第１５条の３の処分

（２／４）
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（３／４）

北海道 6 4,374 0 0 0
札幌市 3 75 1 0 0
函館市 523 80 0 0 0
小樽市 0 23 0 0 0
旭川市 0 0 0 0 0
道 計 532 4,552 1 0 0

青森県 30 1,697 1 4 0
岩手県 191 9,449 7 10 0
宮城県 45 1,342 3 1 0

仙台市 3 537 1 0 0
県 計 48 1,879 4 1 0

秋田県 213 1,111 0 0 0
秋田市 557 379 0 0 0
県 計 770 1,490 0 0 0

山形県 55 1,432 0 0 0
福島県 256 791 4 0 0

郡山市 2 2 2 0 0
いわき市 4 39 0 0 0
県 計 262 832 6 0 0

茨城県 9 151 2 4 0
栃木県 3,439 1,178 0 0 0

宇都宮市 0 40 0 1 0
県 計 3,439 1,218 0 1 0

群馬県 2 709 2 0 0
埼玉県 34 11,531 4 2 0
さいたま市 0 320 0 0 0

川越市 0 117 0 0 0
県 計 34 11,968 4 2 0

千葉県 32 987 2 24 0
千葉市 8 389 1 0 0
船橋市 0 30 1 0 0
県 計 40 1,406 4 24 0

東京都 22 1,592 0 0 0
神奈川県 24 943 0 1 0

横浜市 0 845 0 0 0
川崎市 7,060 402 0 0 0
横須賀市 0 121 0 0 0
相模原市 0 80 0 0 0
県 計 7,084 2,391 0 1 0

新潟県 95 1,230 5 0 0
新潟市 2 412 0 0 0
県 計 97 1,642 5 0 0

富山県 0 188 0 0 0
富山市 12 235 0 0 0
県 計 12 423 0 0 0

石川県 6 1,738 2 2 0
金沢市 18 227 2 8 0
県 計 24 1,965 4 10 0

福井県 35 1,752 2 4 0
山梨県 1,645 115 0 0 0
長野県 14 11,466 3 0 0

長野市 5 634 0 0 0
県 計 19 12,100 3 0 0

岐阜県 183 2,292 1 2 0
岐阜市 276 291 1 1 0
県 計 459 2,583 2 3 0

静岡県 1 4,949 0 0 0
静岡市 0 478 0 0 0
浜松市 0 287 0 0 0
県 計 1 5,714 0 0 0

愛知県 29 5,796 1 1 0
名古屋市 0 1,150 0 0 0
豊田市 9 1,307 0 0 0
豊橋市 6 540 1 0 0
岡崎市 11 906 0 0 0
県 計 55 9,699 2 1 0

三重県 12 4,724 6 2 0
滋賀県 0 273 1 0 0
京都府 2,972 8,973 3 1 0

京都市 0 173 0 0 0
府 計 2,972 9,146 3 1 0

注）　法第１９条の立入検査は，任意立入の件数を含む。

法第１９条の３の
改 善 命 令

法第１９条の６の
措 置 命 令

法 第 １ ８ 条 の
報 告 徴 収

法第１９条の５の
措 置 命 令

法第１９条の
立入検査

都 道 府 県
政 令 市 名
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（４／４）

大阪府 9 3,244 3 1 0
大阪市 5 357 1 0 0
堺市 0 83 0 0 0
東大阪市 218 164 0 0 0
高槻市 0 0 0 0 0
府 計 232 3,848 4 1 0

兵庫県 5,464 871 0 0 0
神戸市 7 247 0 0 0
姫路市 3 132 1 0 0
尼崎市 0 95 0 0 0
西宮市 2 147 0 0 0
県 計 5,476 1,492 1 0 0

奈良県 0 8,736 0 0 0
奈良市 1,633 27 0 0 0
県 計 1,633 8,763 0 0 0

和歌山県 3 51 1 1 0
和歌山市 0 0 0 0 0
県 計 3 51 1 1 0

鳥取県 8 1,066 0 0 0
島根県 21 454 8 0 0
岡山県 358 1,260 3 0 0

岡山市 0 0 0 0 0
倉敷市 0 698 0 0 0
県 計 358 1,958 3 0 0

広島県 38 3,321 2 0 0
広島市 0 177 0 0 0
呉市 1 169 0 0 0
福山市 1 343 1 0 0
県 計 40 4,010 3 0 0

山口県 31 3,818 1 3 0
下関市 0 0 3 0 0
県 計 31 3,818 4 3 0

徳島県 1 1,800 0 0 0
香川県 19 1,411 0 0 0

高松市 0 250 0 0 0
県 計 19 1,661 0 0 0

愛媛県 9 343 0 0 0
松山市 0 276 0 0 0
県 計 9 619 0 0 0

高知県 5 4 0 1 0
高知市 6 175 0 0 0
県 計 11 179 0 1 0

福岡県 21 6,295 0 0 0
北九州市 2,790 2,115 1 1 0
福岡市 1,962 2,244 0 0 0
大牟田市 1,239 137 0 0 0
県 計 6,012 10,791 1 1 0

佐賀県 19 6,048 0 0 0
長崎県 17 1,327 0 0 0

長崎市 0 34 0 0 0
佐世保市 9 360 1 0 0
県 計 26 1,721 1 0 0

熊本県 2 1,883 0 0 0
熊本市 11 517 1 0 0
県 計 13 2,400 1 0 0

大分県 34 6,422 0 0 0
大分市 1 0 2 0 0
県 計 35 6,422 2 0 0

宮崎県 0 7,046 10 0 0
宮崎市 0 98 0 0 0
県 計 0 7,144 10 0 0

鹿児島県 0 4,580 0 0 0
鹿児島市 985 28 0 0 0
県 計 985 4,608 0 0 0

沖縄県 801 1,448 2 0 0

都 道 府 県 計 16,210 142,211 79 64 0

政 令 市 計 17,372 18,992 21 11 0

全 国 計 33,582 161,203 100 75 0

注）　法第１９条の立入検査は，任意立入の件数を含む。

法第１９条の３の
改 善 命 令

法第１９条の６の
措 置 命 令

法 第 １ ８ 条 の
報 告 徴 収

法第１９条の５の
措 置 命 令

法第１９条の
立入検査

都 道 府 県
政 令 市 名

- 48 -



第 １ 項 第 ２ 項 第 ３ 項 第 ４ 項 第 ５ 項 第 ６ 項 第 ７ 項

21 0 0 0 0 0 1

(31) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

777 14 2 2 211 12 89

(1,400) (13) (8) (0) (721) (10) (1)

第 １ 項 第 ２ 項 第 ３ 項 第 ５ 項 第 ６ 項 第 １ ０ 項

0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

　　　３．（　）内は、前年度の調査結果である。

１３　産業廃棄物管理票

　　　２．指導とは、法に基づく都道府県知事の勧告とは別に、指導として管理票に関し事業
          者等へ指示した件数である。

注）　１．平成１７年度１年間に勧告をした件数である。

遵 守 さ れ て
い な い 規 定

遵 守 さ れ て
い な い 規 定

報 告 件 数 121

指 導

勧 告

１３．１　管理票交付者の講ずる措置の報告件数
　　　　　（法第12条の３第７項及び法第12条の５第10項、規則第８条の29及び規則第８条の38）
          （平成１７年度実績）

法１２条の３

法１２条の５

１３．２　産業廃棄物管理票に関する事業者等への勧告
　　　　　（法第１２条の６）（平成１７年度実績）

注）　平成１７年度１年間に管理票交付者が管理票の写しの送付を受けなかったために都道府
　　　県知事又は政令市長に報告した件数である。

指 導

勧 告
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第 １ 項 第 ２ 項 第 ３ 項 第 ４ 項 第 ５ 項 第 ６ 項 第 ７ 項

0 0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

7 0 0 0 3 3 5

(33) (4) (2) (0) (33) (2) (0)

第 １ 項 第 ２ 項 第 ３ 項 第 ５ 項 第 ６ 項 第 １ ０ 項

0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

　　　３．（　）内は、前年度の調査結果である。

遵 守 さ れ て
い な い 規 定

法１２条の３

注）　１．平成１７年度１年間に勧告をした件数である。

　　　２．指導とは、法に基づく都道府県知事の勧告とは別に、指導として管理票に関し事業
          者等へ指示した件数である。

遵 守 さ れ て
い な い 規 定

勧 告

指 導

法１２条の５

指 導

１３．３　産業廃棄物管理票に関する事業者等への勧告のうち特別管理産業廃棄物に関するもの
　　　　　（法第１２条の６）（平成１７年度実績）

勧 告

- 50 -



１４　再生利用業の指定制度（平成１８年４月１日現在）

１４．１　再生利用業の指定制度実施状況

区 分 有 り 無 し

再生利用業の指定制度実施 75 28

　　　２．数値は、都道府県・政令市数を示す。

１４．２　再生利用業の指定制度の規定状況

区 分 条 例 ・ 規 則 内 規 ・ 要 綱 定 め て い な い

規 定 の 種 類 55 11 9

注）　数値は、都道府県・政令市数を示す。

１４．３　再生利用業の指定制度の運用について

区 分 有 り 無 し

手 数 料 の 徴 収 3 72

独 自 の 基 準 取 扱 規 定 21 54

注）　１．手数料とは、指定事務について条例に定められている手数料である。

　　　３．数値は、都道府県・政令市数を示す。

１４．４　再生利用業の指定の種類

区 分 個 別 指 定 の み 一 般 指 定 の み
個別指定、一般指定
の 両 方

指 定 の 種 類 60 9 6

注）　数値は、都道府県・政令市数を示す。

１４．５　再生利用業の指定状況

再 生 輸 送 業 再 生 活 用 業

個 別 指 定 113  件 404  件

一 般 指 定 21  件 13  種

注）　１．再生利用業の指定制度とは、厚生省の平成６年４月１日衛産第４２号
          通知によるものである。

　　　２．独自の基準取扱規定とは、厚生省の通知による指定基準以外に基準の
          取扱について定めている要綱などである。
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１４．６　都道府県・政令市別の再生利用業の指定制度の状況 （１／４）

条例、規定で
定 め て い る

内規、要綱で
定 め て い る

定めはないが
実施している

個 別 指 定
の み

一 般 指 定
の み

個 別 ・ 一 般
両 方 指 定

北海道 　 ○ ○

札幌市 　 ○ ○

函館市 　 ○ ○

小樽市 ○

旭川市 　 ○ ○

青森県 　 ○ ○

岩手県 　 ○ ○

宮城県 　 ○ ○

仙台市 　 ○ ○

秋田県 　 ○ ○

秋田市 　 ○ ○

山形県 　 ○ ○

福島県 ○ 　 　

郡山市 　 ○ ○

いわき市 　 ○ ○

茨城県 ○

栃木県 　 ○ ○

宇都宮市 ○

群馬県 ○

埼玉県 　 ○ ○

さいたま市 ○

川越市 ○

千葉県 　 ○ ○

千葉市 　 ○ ○

船橋市 ○

東京都 　 ○ ○

神奈川県 ○

横浜市 ○

川崎市 ○

横須賀市 ○

相模原市 ○

新潟県 　 ○ ○

新潟市 　 ○ ○

富山県 　

富山市 　 ○ ○

石川県 ○

金沢市 ○

福井県 　 ○ ○

山梨県 ○

長野県 　 ○ ○

長野市 ○

岐阜県 　 ○ ○

岐阜市 　 ○ ○

静岡県 　 ○ ○

静岡市 　 ○ ○

浜松市 　 ○ ○

愛知県 　 ○ ○

名古屋市 　 ○ ○

豊田市 　 ○ ○

豊橋市 ○

岡崎市 　 ○ ○

三重県 ○

滋賀県 　 ○ ○

京都府 　 ○ ○

京都市 　 ○ ○

実 施 し て
い な い

都 道 府 県
政 令 市 名

再生利用業の指定制度を実施している場合

実 施 し て い る

厚 生 省 通 知 平 成 ６ 年 ４ 月 １ 日 衛 産 第 42 号
に よ る 再 生 利 用 業 の 指 定 制 度 に つ い て

指 定 の 種 類
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（２／４）

再生輸送業
（ 件 ）

再生活用業
（ 件 ）

再生輸送業
（ 件 ）

再生活用業
（ 種 ）

条例で定めて
徴収している

徴 収 し て
い な い

定めている 定めていない

北海道 11 54 ○ ○

札幌市 ○ ○

函館市 2 2 ○ ○ 　

小樽市

旭川市 ○ ○

青森県 1 ○ ○

岩手県 2 4 ○ ○

宮城県 1 ○ ○

仙台市 4 ○ ○

秋田県 8 15 ○ ○

秋田市 3 4 ○ ○

山形県 ○ ○

福島県 　 　

郡山市 ○ ○

いわき市 ○ ○

茨城県

栃木県 2 ○ ○

宇都宮市

群馬県

埼玉県 ○ ○

さいたま市

川越市

千葉県 158 ○ ○

千葉市 ○ ○

船橋市

東京都 2 ○ ○

神奈川県

横浜市

川崎市

横須賀市

相模原市

新潟県 ○ ○

新潟市 ○ ○

富山県

富山市 ○ ○

石川県

金沢市

福井県 ○ ○

山梨県

長野県 2 6 ○ ○

長野市

岐阜県 ○ ○

岐阜市 ○ ○

静岡県 ○ ○

静岡市 ○ ○

浜松市 4 5 ○ ○

愛知県 3 ○ 　 ○

名古屋市 ○ ○

豊田市 1 ○ ○

豊橋市

岡崎市 ○ ○

三重県

滋賀県 2 2 ○ ○

京都府 1 1 ○ ○

京都市 1 ○ ○

再 生 利 用 業 の 指 定 制 度 を 実 施 し て い る 場 合

指 定 事 務 の 手 数 料
こ れ ま で の 指 定 状 況

都 道 府 県
政 令 市 名

厚生省の通知による指定
基準以外に基準の取扱を
要綱などで定めているか個 別 指 定 一 般 指 定
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（３／４）

条例、規定で
定 め て い る

内規、要綱で
定 め て い る

定めはないが
実施している

個 別 指 定
の み

一 般 指 定
の み

個 別 ・ 一 般
両 方 指 定

大阪府 　 ○ ○

大阪市 　 ○ ○

堺市 　 ○ ○

東大阪市 　 ○ ○

高槻市 ○

兵庫県 ○ ○

神戸市 　 ○ ○

姫路市 　 ○ ○

尼崎市 　 ○ ○

西宮市 ○ ○

奈良県 　 ○ ○

奈良市 　 ○ ○

和歌山県 　 ○ ○

和歌山市 ○

鳥取県 　 ○ ○

島根県 　 ○ ○

岡山県 　 ○ ○

岡山市 　 ○ ○

倉敷市 　 ○ ○

広島県 　 ○ ○

広島市 　 ○ ○

呉市 　 ○ ○

福山市 　 ○ ○

山口県 　 ○ ○

下関市 　 ○ ○

徳島県 　 ○ ○

香川県 　 ○ ○

高松市 　 ○ ○

愛媛県 　 ○ 　 ○

松山市 ○

高知県 　 ○ ○

高知市 　 ○ 　 ○

福岡県 　 ○ ○

北九州市 ○

福岡市 　 ○ ○

大牟田市 ○

佐賀県 　 ○ ○

長崎県 　 ○ ○

長崎市 ○

佐世保市 ○

熊本県 　 ○ ○

熊本市 ○

大分県 　 ○ ○

大分市 　 ○ ○

宮崎県 　 ○ ○

宮崎市 　 ○ ○

鹿児島県 　 ○ ○

鹿児島市 ○

沖縄県 　 ○ ○

合　　計 28 55 11 9 60 9 6

都 道 府 県
政 令 市 名

厚 生 省 通 知 平 成 ６ 年 ４ 月 １ 日 衛 産 第 42 号
に よ る 再 生 利 用 業 の 指 定 制 度 に つ い て

再生利用業の指定制度を実施している場合

実 施 し て
い な い

実 施 し て い る
指 定 の 種 類
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（４／４）

再生輸送業
（ 件 ）

再生活用業
（ 件 ）

再生輸送業
（ 件 ）

再生活用業
（ 種 ）

条例で定めて
徴収している

徴 収 し て
い な い

定めている 定めていない

大阪府 13 2 ○ ○

大阪市 10 9 ○ ○

堺市 2 ○ ○

東大阪市 2 ○ ○

高槻市

兵庫県 ○ ○

神戸市 ○ ○

姫路市 2 2 ○ ○

尼崎市 2 ○ ○

西宮市 2 2 ○ ○

奈良県 3 2 ○ ○

奈良市 ○ ○

和歌山県 5 2 ○ ○

和歌山市

鳥取県 2 1 　 ○ ○

島根県 3 50 ○ ○

岡山県 2 7 ○ ○

岡山市 ○ ○

倉敷市 2 3 ○ ○

広島県 13 9 ○ ○

広島市 ○ ○

呉市 ○ ○

福山市 ○ ○

山口県 1 32 ○ ○

下関市 1 ○ ○

徳島県 8 8 ○ ○

香川県 ○ ○

高松市 ○ ○

愛媛県 2 　 ○ ○

松山市

高知県 6 7 ○ ○

高知市 1 1 ○ ○

福岡県 2 ○ ○

北九州市

福岡市 1 1 ○ ○

大牟田市

佐賀県 3 3 ○ ○

長崎県 5 ○ ○

長崎市

佐世保市

熊本県 1 1 ○ ○

熊本市

大分県 1 1 ○ ○

大分市 1 ○ ○

宮崎県 ○ ○

宮崎市 ○ ○

鹿児島県 2 ○ ○

鹿児島市

沖縄県 6 3 ○ ○

合　　計 113 404 21 13 3 72 21 54

厚生省の通知による指定
基準以外に基準の取扱を
要綱などで定めているか

再 生 利 用 業 の 指 定 制 度 を 実 施 し て い る 場 合

個 別 指 定 一 般 指 定
都 道 府 県
政 令 市 名

こ れ ま で の 指 定 状 況
指 定 事 務 の 手 数 料
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１５　最終処分場の残存容量（平成１８年４月１日現在）

１５．１　最終処分場の残存容量

（単位：ｍ３）

事 業 者 処 理 業 者 公 共 計

3,172 16,638 0 19,810

(3,199) (19,952) (0) (23,151)

3,068,189 63,394,803 10,026,799 76,489,791

(2,991,404) (58,334,485) (11,567,383) (72,893,272)

26,473,641 51,277,615 31,991,208 109,742,463

(29,023,583) (49,422,613) (33,471,757) (111,917,953)

14,370,732 4,941,907 14,414,235 33,726,874

(15,931,338) (7,840,588) (12,802,116) (36,574,042)

29,545,001 114,689,056 42,018,007 186,252,064

(32,018,185) (107,777,051) (45,039,139) (184,834,375)

注）　１．海面埋立は内数である。

　　　３．公共においては産業廃棄物のみの残存容量である。

　　　４．（　）内は、前年度の調査結果である。

１５．２　最終処分場の残存容量のうち、新規供用開始分

（単位：ｍ３）

事 業 者 処 理 業 者 公 共 計

0 0 0 0

0 7,255,457 32,800 7,288,257

34,000 2,909,528 1,005,000 3,948,528

内数：海面埋立 0 0 620,000 620,000

34,000 10,164,985 1,037,800 11,236,785

注）　１．海面埋立は内数である。

　　　３．公共においては産業廃棄物のみの残存容量である。

　　　４．新規供用開始分とは、平成１７年度に新増設により供用開始され増加した容量のことである。

計

　　　２．公共とは、国、地方公共団体及び国・地方公共団体の関与している法人等をさす。

遮 断 型 処 分 場

安 定 型 処 分 場

管 理 型 処 分 場

施 設 の 種 類

　　　２．公共とは、国、地方公共団体及び国・地方公共団体の関与している法人等をさす。

遮 断 型 処 分 場

安 定 型 処 分 場

管 理 型 処 分 場

内数：海面埋立

計

施 設 の 種 類
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図１５．１　最終処分場の残存容量の経年変化
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図１５．２　最終処分場の種類別残存容量の経年変化
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（単位：ｍ３）

事業者 処理業者 公共 計

北 海 道 80 3,191 0 3,271

東 北 地 方 600 0 0 600

関 東 地 方 762 0 0 762

中 部 地 方 75 12,768 0 12,843

近 畿 地 方 0 0 0 0

中 国 地 方 0 0 0 0

四 国 地 方 0 0 0 0

九 州 地 方 1,655 679 0 2,334

（単位：万ｍ３）

事業者 処理業者 公共 計

北 海 道 34 521 108 663

東 北 地 方 45 496 0 541

関 東 地 方 12 780 4 796

中 部 地 方 18 438 51 506

近 畿 地 方 163 612 676 1,451

中 国 地 方 18 953 157 1,129

四 国 地 方 3 364 1 368

九 州 地 方 14 2,175 6 2,195

（単位：万ｍ３）

事業者 処理業者 公共 計

北 海 道 213 135 340 688

東 北 地 方 544 1,629 222 2,395

関 東 地 方 200 535 688 1,424

中 部 地 方 435 790 435 1,660

近 畿 地 方 33 696 431 1,160

中 国 地 方 563 419 198 1,180

四 国 地 方 29 399 97 525

九 州 地 方 630 523 788 1,941

図１５．３　地域別最終処分場残存容量（平成１８年４月１日現在）
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【遮断型処分場】

【安定型処分場】

【管理型処分場】
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